
困難な問題を抱える女性への支援に関する計画（仮称）の概要（たたき台）

計画の趣旨・位置付け 計画の構成・項目 計画の期間 意見の反映 実施状況の
点検・評価

・困難な問題を抱える女性へ
の支援に関する法律第８条
第１項に基づき、本県にお
ける困難な問題を抱える女
性への支援に関する基本的
な事項及び施策の実施内容
について定める。

・配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護に関する法
律に基づく、「新潟県配偶
者暴力防止・被害者支援基
本計画」と一本化する。

第１章
計画の策定
に当たって

・策定の趣旨
・計画の位置付け
・計画の期間及び
進捗管理

・令和６年度～
令和10年度

・計画期間内に社
会情勢等の変化
があった場合、
必要により見直
しを行う。

・計画の策定・改定の
際は、困難な問題を
抱える女性への支援
に関係する機関・団
体等から意見をいた
だく。

・パブリックコメント
を行い、広く県民に
意見を求める。
提出された意見及び
その反映状況等を公
表する。

支援調整会議
（代表者会
議）において、
随時、計画の
点検・評価を
実施第２章

計画の基本
的な考え方

・基本理念
・基本目標
・指標
・施策の体系

第３章
計画の内容

・現状
・課題
・取組の内容

基本目標 重点目標

Ⅰ 誰もが個人として尊重され、自立して暮らすことが
できる社会の実現
～人権尊重、男女平等による差別を許さない社会
づくりを目指します～

１ 人権の尊重と擁護
２ 男女平等社会の実現
３ DV防止にかかる人権擁護

Ⅱ 安心して相談できる窓口の充実
～県内のどこに住んでいても安心して相談できる
体制づくりを目指します～

１ 県における相談体制の強化
２ 市町村の相談体制強化に向けた支援
３ 情報発信の強化

Ⅲ 一人ひとりの困りごとに応じた支援の強化
～一人ひとりの事情に対応した適切な支援を実施
します～

１ DV被害女性への支援
２ 若年女性への支援
３ 生活安定・住宅・就労等の支援
４ 孤独・孤立防止に向けた支援
５ 防犯上配慮を要する者への支援

Ⅳ 関係機関・民間団体との連携・協働の推進
～民間団体等と連携・協働して支援にあたります～

１ 関係機関・民間団体との連携
1

基本理念

「人権の尊重と擁護」
「男女平等の実現」
「女性の福祉の増進」
を基本理念とし、困難
な問題を抱える女性の
早期発見から自立支援
に至るまで、当事者の
立場に寄り添った相談
支援体制を構築し、
切れ目のない総合的な
支援を行う。

資料２
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施策の体系（たたき台）

基本目標 重点目標 取組の内容

１　人権の尊重と擁護 人権啓発の推進 P1

２　男女平等社会の実現 男女平等意識の浸透に向けた取組の推進 P2

３　DV防止にかかる人権擁護 DV防止にかかる人権教育の推進 P3

１　県における相談体制の
　　強化

(1)　支援調整会議の有機的な活用 P11

P5
(2)　DV支援体制の強化 P11

(3)　ＳＮＳを活用した多様な相談体制の
　　 充実

P11

(4)　民間団体との連携・協働の推進 P11

２　市町村の相談体制強化に
　　向けた支援

(1)　相談体制及び庁内連携の強化に
　　　向けた支援

P14

P13
(2)　DV支援体制の強化に向けた支援 P15

(3)　若年女性への相談対応の支援 P15

(4)　民間団体との連携・協働に向けた支援 P15

３　情報発信の強化
(1)　困難な問題を抱える女性への周囲
　　 の理解の促進

P18

P17 (2)　ＤＶに関する相談機関の県民の認知
　　 度の向上に向けた取組の強化

P18
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基本目標 重点目標 取組の内容

１　DV被害女性への支援
(1)　早期発見・アウトリーチの体制整備
      の強化

P21

P19
(2)　相談体制及び庁内連携の強化・充実 P22

(3)　施設・シェルターにおける円滑な
　　 保護に向けた支援

P22

(4)　一時保護施設退所後の自立支援・
      アフターケアの充実に向けた支援

P22

２　若年女性への支援
(1)　発見・アウトリーチに向けた実態把握
      の実施

P29

P28
(2)　相談体制及び庁内連携の強化・充実 P29

(3)　施設・シェルターにおける円滑な保護
      に向けた支援

P30

(4)　一時保護施設退所後の自立支援・
      アフターケアの充実に向けた支援

P30

３　生活安定・住宅・就労等の
　　支援

(1)　生活安定に向けた支援 P33

P32
(2)　住宅支援 P33

(3)　就労支援 P34

４　孤独・孤立防止に向けた
　　支援

(1)  居場所づくりの支援 P36

P36
(2)  自殺予防対策の推進 P36

５　防犯上配慮を要する者
　　への支援

(1)  地域ぐるみの支え合い活動の促進 P37

P37
(2)  広報啓発活動の推進 P37

(3)　性暴力・性犯罪被害者のための支援 P37

関係機関・民間団体との連携 (1) 支援調整会議の有機的な活用 P38

P38
(2) ネットワークの拡大と連携強化 P38

(3) 民間団体との連携・協働の推進 P39
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「新潟県配偶者暴力防止・被害者支援基本計画」の取組内容



民間団体
(女性財団、
女のスペース

など)

県女性相談支援センター
（一時保護、専門的支援）

民間団体 司法機関児童相談所

支援の実施

相談
支援の入り口

具体的な支援内容を検討し、連携した支援を展開

支援が必要な女性

福祉事務所

警察

配偶者暴力相談
支援センター

医療機関
被害者支援
センター保健センター

母子生活支援施設

連携
助言

相談

保護
安全確保

パーソナルサポート
センター

ひとり親就業・
自立支援センター

DV被害、その他の暴力被害
＋貧困、障害、孤立、若年など

市町村における支援体制（たたき台）

困難な問題を抱える女性への支援は様々な分野に及ぶことから、多様な主体（県、関係機関、民間
団体）との連携・協力を一層充実させ、支援施策を推進する。

３

連携協働 代表者会議

支援体制の構築に向けた検討、

指標の全体評価等

実務者会議

具体的事案に基づく検討会、

研修会等

ケース会議

個別事案の対応検討等

市町村窓口：女性相談支援員
（生活保護、困窮者支援、ひとり親支援、
公営住宅、諸手当等の活用支援）

支援調整会議


